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八街市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関す る条例 の特例 に関す る

条例

(趣 旨)

第 1条  この条例は、八街市議会議員 (以 下 「議員」 とい う。)の職責及び議

会への住民の信頼の確保 に鑑み、議員が、市議会の会議等 を長期間欠席 した

場合 にお ける当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、人街市議会

議員の議員報酬及び費用弁償等 に関す る条例 (平成 20年条例第 21号 )の

特例 を定めるもの とす る。

(定義 )

第 2条  この条例 において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ 当該各

号に定めるところによる。

(1)市議会の会議等 次に掲げる会議及び活動 をい う。

ア 八街市議会定例会又は臨時会の本会議

イ 八街市議会委員会条例 (平成 4年条例第 36号 )の規定によ り設置 さ

れた委員会

ウ 八街市議会会議規則 (平成 4年議会規則第 3号)第 171条 に規定す

る協議又は調整 を行 うための場

工 八街市議会会議規則第 172条 に規定す る議員 の派遣

(2)長期欠席 議員 が市議会の会議等 に本人の意思によるか否かにかかわ

らず、出席 しない期 間又 は参加 しない期 間で、当該期 間が 90日 を超 え

るものをい う。

(届 出 )

第 3条 議員 は、疾病等 によ り長期欠席 をす ることとなった ときには、その旨



を届 出書 によ り議長に届 け出なけれ ばな らない。 この場合 において、議員 自

らが届 け出ることができない ときは、当該議員の代理人 として当該議員の親

族が届 け出ることができるもの とす る。

2 議員 は、前項の規定による届 出後 に長期欠席期間を終 え、又は終 える見込

み となった ときは、その旨を届 出書によ り議長 に届 け出なければな らない。

(議員報酬の減額 )

第 4条  議員が長期欠席 を した ときの議員報酬は、市議会の会議等を欠席 した

日又 は長期欠席届 出書の届 出のあった 日のいずれか早い 日か ら、市議会の会

議等 に出席 した 日又は復帰届 出書の届 出のあった 日のいずれか早い 日の前 日

までの期 間に応 じて、その職 に応 じた議員報酬に次の表 に定める支給割合 を

乗 じて得た額 とす る。

長期欠席の期間 支給割合

90日 を超 え180日 以 下で ある とき。 100う)6D80

180日 を超 え365日 以下 で あ る とき。 100分 の 70

365日 を超えるとき。 100分 の 50

2 前項の規定は、長期欠席 の期間が 90日 を超 える 日の属す る月の翌月 (そ

の 日が月の初 日であるときは、その 日の属す る月)か ら市議会の会議等に出

席 した 日又は復帰届 出書の届 出のあった 日のいずれか早い 日の属す る月 (そ

の 日が月の初 日であるときは、その 日の属す る月の前月)ま で適用す る。

(期 末手当の減額 )

第 5条  6月 1日 及び 12月 1日 (次項においてこれ らの 日を 「基準 日」 とい

う。)の それぞれ前 6月 以内の期間において、前条に規定す る議員報酬の支

給の減額月があるときの期末手 当の額は、その職 に応 じて支給 され るべき期

末手 当に、長期欠席の期間に応 じて、前条第 1項 の表 に定める支給割合 を乗

じて得た額 とす る。

2 基準 日の前 6月 以 内の期 間において、議員報酬 の支給割合 が異 なる場合

は、減額後 に得 られ る期末手当の額 が低い方の支給割合 を適用す る。

(適 用除外 )

第 6条  次の各号に掲げる事 由によ り議員が長期欠席 を した ときは、前 2条 の



規定は適用 しない。

(1)公務上の災害

(2)災 害その他議員 の責によらない事故等 の場合 で、議長が公務上の災害

等 に準ず ると認 めるもの。

(3)女性議員 の出産

(4)感染症 の予防及び感染症の患者 に対す る医療 に関す る法律 (平成 10

年法律第 114号 )第 18条 第 1項 に規 定す る患者 又 は無症状病原体保

有者 となった場合

(委任 )

第 7条  この条例 に定めるもののほか、必要な事項は、議長 が別 に定める。

附 則

この条例 は、公布 の 日か ら施行す る。


